
被災者台帳等を活用した
災害ケースマネジメントの取組について

内閣府政策統括官（防災担当）付

参事官（避難支援担当）付

令和７年１１月１２日

令和７年度避難所関係担当者全国説明会
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本日の内容

１. 災害ケースマネジメントとは

２. 災害ケースマネジメントに関する内閣府の取組

３. 災害ケースマネジメントに活用可能な事業等

４. 被災者台帳の活用



3 3 

１. 災害ケースマネジメントとは
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災害ケースマネジメントとは

災害ケースマネジメントとは
〇 被災者一人ひとりの被災状況や生活状況の課題等を
    個別の相談等により把握した上で、
    必要に応じ専門的な能力をもつ関係者と連携しながら、
    当該課題等の解消に向けて継続的に支援することにより、
    被災者の自立・生活再建が進むようにマネジメントする取組
〇 令和５年5月改正にて、防災基本計画に位置付け
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災害ケースマネジメントの特徴

◆相談会・アウトリーチによる被災者の発見、状況把握
災害ケースマネジメントは、被災者一人ひとりの自立・生活再建のプロセスを支援するものである。被災者

の中には、支援の窓口に出向くことが難しい者や本来支援が必要であるにもかかわらず声を上げられない者も
いることから、相談会や訪問・見守り等のアウトリーチにより、積極的に支援が必要な被災者を発見し、被災
者一人ひとりの抱える課題を把握する。

◆ 官民連携による被災者支援
被災者支援の実施主体は行政である一方で、被災者の抱える様々な課題に対応するための専門性が必要とさ

れることなどから、行政単独での災害ケースマネジメントの実施は困難であり、民間の団体や機関と連携して
取り組むことが重要である。官民がそれぞれの専門性、強みを活かして取り組むことで、効果的かつ効率的な
被災者支援につながる。
◆ 被災者の個々の課題に応じた支援の検討・つなぎ
被災者の抱える課題は、同じ地域内でも世帯構成や住まい方によって異なるもの であることから、一人ひと

りの課題に応じた支援を実施することが必要である。こ のため、災害ケースマネジメントは、相談会やアウト
リーチにより得られた被災者の状況を 整理し、支援方針を検討（ケース会議）の上、それぞれの被災者に合わ
せ、多様な 主体が様々な支援策を組み合せて総合的な支援を実施する。 

◆ 支援の継続的な実施
災害ケースマネジメントは、被災者の自立・生活再建のプロセスを支援するもの であり、相談会やアウト

リーチによる課題の把握→ケース会議による支援方針の決定→支援 の実施、を継続的に繰り返し行い、都度、
再建に向けた進捗の確認や支援方針の修 正等を行うなど寄り添った支援を実施する。 
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災害ケースマネジメントの全体像

内閣府「災害ケースマネジメント実施の手引き」より抜粋（一部追記）

相談会
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【ケース会議で取り扱う議題の例】

■ケース会議の対象とする被災者に関する情報の共有

■被災者の自立・生活再建にあたっての課題の抽出・整理

■支援方策の決定・順位付け

■被災者の課題解決に向けた長期・短期の目標や達成時期の目安設定

■被災者支援に係る役割分担の確認

■ケース会議の構成員は、
・地方公共団体の災害対応、福祉、就労、教育、住宅等関係部局の職員に加え、
・社会福祉協議会、介護支援専門員、相談支援専門員、社会福祉士等福祉関係者、
・医師、看護師、保健師等保健医療関係者
・建築士、弁護士、行政書士、司法書士等の士業関係者、
・NPO・ボランティア等の民間団体、民生委員
等が想定される。

【ケース会議の構成員の例】

災害ケースマネジメントの実施（ケース会議）
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東日本大震災 宮城県仙台市における事例

生活再建支援員による
全世帯への個別訪問

被災者支援
ワーキンググループ（WG）

被災者が賃貸型応急住宅に入居するケースが多く、
書面調査だけでは、被害の実像が見えづらかった

住まいの再建の実現性
×

日常生活の自立性
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大切なこと
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２. 災害ケースマネジメントに関する内閣府の取組
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災害ケースマネジメントに関する内閣府の取組

令和３年度 ・先進的な取組を行う自治体の事例を集めた取組事例集を作成・公表

令和４年度 ・災害ケースマネジメントの標準的な取組方法をまとめた手引書を作成・公表（３月）
・災害ケースマネジメントの平時の準備状況などの自治体の取組について調査を実施

令和５年度
・令和５年５月の防災基本計画の見直しにおいて、「災害ケースマネジメント」の位置づけを明確化
・取組事例集や手引書を活用し、地方公共団体職員、福祉関係者、NPO等の幅広い関係者を対象と
した地方公共団体及び関係民間団体向け説明会を１０つの都道府県と連携して実施

令和６年度
・地方公共団体及び関係民間団体向け説明会を５つの都道府県と連携して実施。
・平時からの災害ケースマネジメント実施体制を整備するため、４自治体と連携してモデル事業を実施
・全国レベルの関係団体で構成される災害ケースマネジメント全国協議会を設置。

【災害ケースマネジメントに関する取組事例集】
（令和４年３月作成）

https://www.bousai.go.jp/tai
saku/hisaisyagyousei/case/pd
f/zenpen.pdf

【災害ケースマネジメント実施の手引き】
（令和５年３月作成）

https://www.bousai.go.jp/tai
saku/hisaisyagyousei/case/pd
f/r5zenpen.pdf

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/case/pdf/zenpen.pdf
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/case/pdf/zenpen.pdf
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/case/pdf/zenpen.pdf
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/case/pdf/r5zenpen.pdf
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/case/pdf/r5zenpen.pdf
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/case/pdf/r5zenpen.pdf
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災害ケースマネジメントに関する内閣府の取組①（全国説明会、モデル事業）
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災害ケースマネジメントに関する内閣府の取組②（全国協議会）

※各都道府県においても、関係者間の協議体等の設置をお願いします。

第１回会議の様子（令和６年10月）
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３. 災害ケースマネジメントに活用可能な事業等
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災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要（令和７年7月1日施行）
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避難者に対する福祉的支援の充実

災害救助法 DWAT活動範囲

避難所

在宅・車中泊
※

DWAT（災害派遣福祉チーム）

派遣、活動

＜事務局＞
中央センター（現在は全国社会福祉協議会）・都道府県事務局

：DWATの全国派遣を調整

＜構成員＞
社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等

＜活動内容＞
被災要配慮者への相談支援、日常生活上の支援等

（法改正） （ガイドライン改訂）

拡大

※これまでも、在宅等で避難する要配慮者に対し、
被災者見守り・相談支援等事業による見守り等が行われてきた

（参考）災害救助法（昭和22年法律第118号）（抄）

（救助の種類等）
第四条 第二条第一項の規定による救助の種類は、
次のとおりとする。
一 避難所及び応急仮設住宅の供与
二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
四 医療及び助産
五 被災者の救出
六 福祉サービスの提供
七 被災した住宅の応急修理
八 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
九 学用品の給与
十 埋葬
十一 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの

２～４ （略）

 高齢者等の要配慮者である在宅避難者や車中泊避難者など多様な支援ニーズに対応するため、
災害救助法における救助の種類に「福祉サービスの提供」を追加するとともに、福祉関係者との連携を強化。

 これまで、DWAT（災害派遣福祉チーム）による福祉的支援は避難所で行う旨規定されているが、
今般、在宅、車中泊で避難生活を送る要配慮者に対しても、福祉的支援を充実。
※ 災害救助法や災害対策基本法の改正と、厚生労働省ガイドラインの改訂（DWATの活動範囲の拡大）にて対応

（参考）災害対策基本法（昭和36年法律第223号）（抄）

（避難所における生活環境の整備等）
第八十六条の六 災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令又は防災

計画の定めるところにより、遅滞なく、避難所を供与し、避難者の数、避難所
の生活環境その他の避難所の運営状況に関する情報を把握するとともに、当該
避難所に係る必要な安全性及び良好な居住性の確保、当該避難所における食糧、
衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布、保健医療サービス及び福祉サービ
スの提供、情報の提供その他避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要
な措置を講ずるよう努めなければならない。

２ （略）

（避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮）
第八十六条の七 災害応急対策責任者は、やむを得ない理由により避難所に滞在
することができない被災者に関する情報を把握するとともに、これらの者に対
しても、必要な生活関連物資の配布、保健医療サービス及び福祉サービスの提
供、情報の提供その他これらの者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう
努めなければならない。

２ （略）



17 17 

災害NPO・ボランティア団体等の登録制度
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災害ケースマネジメントに活用可能な事業

○概要：
在宅高齢者等に対し、個別訪問等による早期の状態把握や必要な支援の提供へのつなぎなど、
災害の発生より概ね３か月以内の間で集中的に行う事業。

○実施主体 ： 災害救助法の適用を受けた都道府県、指定都市、中核市及び市町村（委託可）

○補助率   ： ①特定非常災害の指定がある場合 10/10
  ②上記以外の場合   １/２

被災高齢者等把握事業

○概要：
応急仮設住宅入居者等に対し、孤立防止等のための見守り支援や、日常生活上の相談を
 行ったうえで、被災者を各専門相談機関へつなぐ等の支援を行う行う事業。

○実施主体 ：災害救助法の適用を受けた都道府県、指定都市、中核市及び市町村（委託可）

○補助率   ： ①特定非常災害の指定がある場合
 発災年度を含み３年：10/10、 ４～５年目：３/4、 ６年目以降：１/２

  ②上記以外の場合  １/２

被災者見守り・相談支援等事業 【地域支え合いセンターの設置例】
（岡山県倉敷市）
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多職種連携による被災者支援（事例紹介）

【相談会場の様子】 【会場内配置図】 【チラシ】

○R7年9月に台風被害があった静岡県牧之原市においては、
被災者に寄り添い、早期の生活再建につなげるため、
罹災証明書の発行会場において、士業連絡会によるなんでも相談会を速やかに開設。
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多職種連携による「福祉等相談対応」への救助法の支弁について

（中略）

※ 支弁については、災害救助事務取扱要領(令和７年10月27日改定通知)の ９福祉サービスの提供 にて位置づけたところ。
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４. 被災者台帳の活用
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被災者台帳について
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被災者台帳を活⽤した被災者⽀援の積極的な実施について（事務連絡）

【通知掲載箇所（内閣府HP）】
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/hisaisyadaicho.html

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/hisaisyadaicho.html
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被災者台帳の作成等に関する簡単手引き①

【通知掲載箇所（内閣府HP）】
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/hisaisyadaicho.html

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/hisaisyadaicho.html
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被災者台帳の作成等に関する簡単手引き②
【別添１】
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被災者台帳の作成等に関する簡単手引き③
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被災者台帳(例)

　　　　　　　  市町村が事前に記入しておくことが望ましい項目（住民基本台帳担当部署、福祉担当部署　等）

　　　　　　　　発災後、速やかに記入するべき項目（災害対応部署、保健担当部署、医療担当部署　等）

　　　　　　　　発災後、必要に応じて記入していく項目（災害対応部署、罹災証明書担当部署、住まい支援担当部署、被災者支援担当部署、税務担当部署、保育園・幼稚園・学校教育担当部署、水道担当部署、市民担当部署　等）

基礎情報① 要配慮者情報①

氏名 氏名(ふりがな) 生年月日 性別 住所 世帯主名
世帯主
（該当の場合は○）

要配慮者
（該当の場合は〇）

支援者の有無
障害者
（該当の場合は〇）

障害の種類 障害の程度
高齢者
（該当の場合は〇）

要介護認定区分
乳幼児
（該当の場合は〇）

妊産婦
（該当の場合は〇）

基礎情報② 要配慮者情報② 支援の必要性 医療の状況

電話番号 メールアドレス 居所
避難場所（避難所、自
宅、親戚・知人宅、車中
泊、その他の別）

希望の避難場所（避難
所、自宅、応急仮設住
宅、災害公営住宅、親
戚・知人宅の別）

家族等の安否 就業の有無
外国人
（日本語の理解が難し
い場合は〇）

外国人
（理解できる言語）

同伴避難のペットの有
無
（該当の場合は〇）

トイレ支援の必要性
（支援が必要ならば〇）

食事支援の必要性
（支援が必要ならば〇）

入浴支援の必要性
（支援が必要ならば〇）

移動支援の必要性
（支援が必要ならば〇）

医療サポートの利用
状況
（人工呼吸器・在宅酸
素・透析・インスリン
注射・ストーマ(人工
肛門・人口膀胱）・ア

治療状況
通院（継続・中断）
服薬（継続・中断）

台帳情報の提供

台帳情報の提供
（同意する場合は〇）

同意する情報提供先 外部の情報提供先 情報提供日 提供した情報（項目）

罹災証明書の交付の状況

被害程度区分 罹災証明書交付枚数 罹災証明書申請日 罹災証明書申請者 罹災証明書発行番号 持家/借家の別
住宅の応急修理制度
（該当の場合は〇）

応急仮設住宅等入居
（該当の場合は〇）

災害公営住宅等入居
（該当の場合は〇）

非住家の被災状況
当該物件の
所有者氏名

当該物件の
所有者住所・居所

当該物件の
所有者電話番号

当該物件の所有者
メールアドレス

被災者生活支援金 災害弔慰金 災害障害見舞金

基礎支援金支給額① 基礎支援金申請日➀ 基礎支援金支給額➁ 基礎支援金申請日➁ 加算支援金支給額➀ 加算支援金申請日➀ 加算支援金支給額➁ 加算支援金申請日➁ 支給額 申請日 支給額 申請日

義援金

義援金➀
名称

義援金➀
申請日

義援金➀
支給額

義援金②
名称

義援金②
申請日

義援金②
支給額

③義援金
名称

義援金③
申請日

義援金③
支給額

減免等

住民税減免
（該当の場合は〇）

固定資産税減免
（該当の場合は〇）

その他の税減免
（該当の場合は〇）

国民健康保険料減免
（該当の場合は〇）

後期高齢者医療保険料
減免
（該当の場合は〇）

介護保険料減免
（該当の場合は〇）

幼稚園入園料減免
（該当の場合は〇）

保育料減免
（該当の場合は〇）

水道料減免
（該当の場合は〇）

火葬料減免
（該当の場合は〇）

ごみ処理料減免
（該当の場合は〇）

し尿・浄化槽汚泥処理
料減免
（該当の場合は〇）

浄化槽使用料の徴収猶
予・減免
（該当の場合は〇）

証明書発行手数料減免
（該当の場合は〇）

貸付等

災害復旧貸付
（該当の場合は〇）

災害援護資金貸付
（該当の場合は〇）

生活福祉資金貸付
（該当の場合は〇）

母子寡婦福祉資金貸付
（該当の場合は〇）

住宅関係 非住家の被災状況

項目

被災者台帳の作成等に関する簡単手引き④（被災者台帳（例））



28 28 

被災者台帳ヒアリングシート（例）



29 29 

被災者に関する標準的なヒアリングシートの積極的な活用について



30 30 

被災者に関する標準的なヒアリングシートの積極的な活用について

【通知掲載箇所（内閣府HP）】
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/hisaisyadaicho.html

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/hisaisyadaicho.html


31 31 

被災者台帳の作成及び災害ケースマネジメントの実施について（事務連絡）①



32 32 

被災者台帳の作成及び災害ケースマネジメントの実施について（事務連絡）②

※ 大規模災害の発災時には、事務連絡を発出いたします。
 ご対応よろしくお願いします。



ご清聴ありがとうございました。


